
１．地震が発生した場合

（１） 生徒は教職員の指示にしたがって芝グラウンドに集合し、安全が確認できたところ

で地区ごとに帰宅する。ただし、津波や山崩れの危険が想定される生徒は、保護者

が迎えに来るまで学校に待機する。

（２） 学校は校内災害対策本部を設置する。

（３） 本校の芝グラウンドは藤枝市の避難地及び避難所となっており。地域住民が一時的

に避難することがある。

２．東海地震予知情報（警戒宣言）が発令された場合

（１） 学校は校内警戒本部を設置する

（２） 生徒については以下のように対応する。

①登下校時

・原則として帰宅する。ただし、学校が近い場合は学校へ避難してもよい。

・津波や山崩れの危険が予想される地域では直ちに指定避難場所に避難す

る。

・電車、バス等に乗車している場合は駅員等の指示にしたがう。

②在校時

・教師の指示にしたがって芝グラウンドに避難する。

・原則として授業は中止する。

・安全が確認できたら地区ごとに帰宅する。ただし、津波や山崩れの危険が

想定される生徒は、保護者が迎えに来るまで学校に待機する。

※注意情報が発令された場合も予知情報が発令された場合と同様の対応をする。
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